
令和 2年度公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学 

新入生用斡旋ノートパソコン販売委託事業に係る 

提案募集実施要領 

 

１ 趣 旨 

公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学（以下「本学」という。）新入生用

斡旋ノートパソコン販売委託事業者選定に当たり、価格や製品の性能、ノートパソコ

ンの障害等に対する支援体制などを総合的に評価し、本学の求める事業内容に最も合

致した事業者を選定するため、提案を下記の通り募集します。 

この要領は、本学の新入生用斡旋ノートパソコン販売委託事業に係る提案募集に関

して、参加資格のある者が企画提案を行うために必要な事項を定めます。 

 

２ 事業概要 

（１）事業名 

公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学新入生用斡旋ノートパソコン販売委

託事業 

 
（２）事業内容 

別紙「令和 2年度公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学新入生用斡旋ノー

トパソコン販売委託事業仕様書」のとおり 

 

３ スケジュール 
 

期 日 項 目 

令和 1年 12 月 24 日（火） 

 

実施要領などの公表 

令和 1年 12 月 24 日（火）～令和 2年 1  月 15 日（水） 参加表明書受付期間 

令和 2年  1 月 21 日（火） 参加資格審査の結果通知 

令和 1年 12 月 24 日（火）～令和 2年 1  月 15 日（水） 質問受付期間 

令和 2 年  1  月 24 日（金）～ 1 月 31 日（金） 提案書受付期間 

令和 2 年 2  月上旬 選定結果通知 

令和 2 年 2  月中旬 契約（予定） 

令和 2年 4 月中旬 販売開始 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４ 参加資格 

本件提案募集に参加する資格を有する者は、委託業務を適格に遂行するに足りる能力

を有し、以下の要件を全て満たすものとします。 

(1) 本業務と同様の業務について、一定の納入実績があり、業務実績書を提出できるこ

と。 

(2) 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続開始の申立てがなされて 

いる者又は民事再生法（平成 7 年法律 225 号）に基づく再生手続開始の申立てが 

なされた者でないこと。 

(3) 暴力団（暴力団による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3年法律第 77号）第

2条第 2号に規定する暴力団をいう。）又はその構成員の統制下にある者でないこ

と。 

 
５ 参加表明書の提出 

(1) 提出書類 

① 参加表明書（様式１） 

② 業務実績書（様式２） 

 (2) 提出方法 持参又は書留による郵送 

(3) 提出期日 令和 2 年 1 月 15 日（水）午後 5 時必着 

(4) 提出先 公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学学術情報システム課 

〒756-0884 山陽小野田市大学通一丁目 1 番 1 号 

 
６ 参加資格審査の結果通知  

参加申込書受付終了後、本募集の参加資格の有無及び提出書類の審査を行い、その 

結果を令和 2年 1月 21日（火）に通知します。 

 
７ 質問の受付及び回答 

（１）質問提出方法 

本実施要領及び仕様書に関する質問は、学術情報システム課

（jyouhou@admin.socu.ac.jp）に電子メールで送信してください。（様式任意） 

（２）質問受付期限 

令和 2 年 1 月 15 日（水）午後 5 時まで 

（３）回答方法 

令和 2 年 1 月 21日（火）までに適宜参加者全員に電子メールで回答します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



８ 企画提案書等の提出 

(1) 提出書類（規格：Ａ４版両面印刷） 

① 提案書（様式任意）：1参加者につき 3機種まで提案可能 

② 参考見積書（様式任意） 

③ 業務内容等が分かるパンフレット等 

④ 委任状（支店・営業所の長に契約締結等の権限を委任している場合） 

（２）提出方法 ５（２）に同じ 

（３）提出期限 令和 2 年 1 月 31 日（金）午後 5 時必着 

（４）提出先 ５（４）に同じ 

（５）提出部数 ９部（正本 1 部、副本８部） 

 

９ 選定方針等 

（１）選定方針 

委託業者の選定は、提出書類に基づいて本学にて審査を行い、本体の提供価格、

提案機種、保守・サポート体制等を総合的に評価し、決定します。 

（２）審査方法 

あらかじめ設定した評価基準に基づいた審査及び必要に応じてヒアリングを行いま

す。ヒアリングを行う場合は令和 2年 2月 3日（月）から 2月 5日（水）の期間

で、電話若しくは電子メールにて行います。 

（３）選定結果 

選定結果は、令和 2 年 2 月上旬にホームページにおいて選定結果の公表及びすべ

ての参加者に書面により通知します。 

 

１０ 契約に関すること 

（１）契約の締結 

審査を経て決定された業者と交渉の上、随意契約を行います。なお、決定された

業者が指名停止等の措置要件に該当することとなった場合、及び契約交渉の結果合

意に至らなかった場合は、契約の締結を行わないことがあります。この場合、選定

結果により次点となった者と契約の交渉を行います。 

（２）契約締結に係る委託内容 

決定業者から本提案募集において示された企画提案書及び参考見積書の内容を基

本とします。 

（３）契約金額 

決定業者から本提案募集において示された参考見積書の金額（消費税及び地方消

費税を含む）を基本とします。 

 

１１ その他 

（１）本提案募集の参加に必要な経費は、全て参加者の負担とします。 

（２）次のいずれかに該当する場合は失格となります。 

① 定めた提出方法、提出先、提出期限に適合しないもの 

② 虚偽の内容が記載されている場合 

③ その他、審査委員会において不適当と認められた場合 

（３）選定結果についての異議申立ては受け付けません。 

 



１２  担当課・問い合わせ先  
公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学 

学術情報システム課 

〒756-0884 山陽小野田市大学通一丁目 1 番 1 号 

Tel: 0836-88-4509 (直) Fax: 0836-88-4554 

E-mail： jyouhou@admin.socu.ac.jp 

担当：八鍬、縄田、佐藤 

mailto:jyouhou@admin.tusy.ac.jp
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